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資料 2  看護 師 、 助産師及び准看護師の 名称独占について 

資料 3 第 2 回検討会において、 看護師資格を 持たない保健 師 、 

助産師の看護業務に 関して出され 仁 主な意見 



回 
免許保持者の 届出義務について 

( 現状 ) 

保健 師 助産 師 看護師法第 33 条に基づき、 業務に従事する 看護職員 は 2 年毎にその 就 

葉状況について、 就業地の都道府県知事に 届け出ることが 義務づけられている。 

その趣旨 は 、 就業者の実態を 把握し、 就業者に対する 指導監督や需給バランス 等看護 

行政の推進に 資するにめとされる。 

様式 は 「業務従事者 届 」として同法施行規則で 定められており、 氏名、 免許の種別と 

その登録番号、 就業場所等について 記載することとなっている。 

@  届出違反にほ、 罰則が課せられている。 

  

0 届出制の経緯 

「保健婦規則」、 「産婆規則」、 「看護婦規則」においては、 業務を行わない 者は免許 

を返納することとされていた ( い わゆる業務免許。 3 年以上業務を 行わない場合 は廃 

業 とみなし、 免許の返納を 義務付け ) 。 

「保健婦助産婦看護婦 法 」 ( 昭和 23 年 ) においては、 業務従事の如何に 関係なく、 

籍 登録後 は 終身の資格を 付与した ( いわぬる身分免許 ) 。 その際、 届出については、 

業務従事者からの 届出という形とされ、 今日に至っている。 

なお、 当初 は 、 業務開始の届出、 業務継続の場合 2 年ごとの届出、 業務廃止の届出、 

就業地移転の 届出があ り、 都道府県には 就業者名簿を 備え付けるとともに 届出者には 

業務従事証を 交付することとなっていたが、 昭和 29 年改正で業務従事記が 廃止され、 

昭和 42 年改正でこれら 届出及び名簿が 廃止されるとと 何に「年ごとの 業務届出に改 

められた。 さらに昭和 57 年改正で 2 年ごとの届出に 簡素化された。 また、 平成「 3 

年 改正で罰則が 5,000 四 以下から 50 万円以下に引き 上げられた。 

Ⅹ「 看護婦規則 ( 大 4 . 6 . 30 内務省令第 9 号 ) 

第 9 条 看護婦廃業シタルトキハ 20 日向 :_ 免状 ヲ 住所地 / 地方長官二返納 スヘシ 

看護婦 3 年以上 其 / 業務 ヲ営マ ワルトキハ廃業シタルモノト 看倣ス 

3 一 4 ( 略 ) 

釆 2  保健 師 助産 師 看護師法 ( 昭 23    丁。 30 法 第 203 号 ) 

第 33 条 保健婦、 助産婦、 甲種看護婦 叉は 乙種看護婦がその 業務を開始しょうと 

する場合文 は 廃止した場合にほ、 就業地の都道府県知事にその 旨を届け出なけれ 

ばならない。 
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2  前項の規定による 開始に関する 届出をした者が、 業務を継続する 場合において 

ほ、 2 年毎に、 就業地の都道府県知事にその 旨を届け出なけれ ば ならない。 

3  所二項の規定による 届出に関して 必要な事項 は 、 省令でこれを 定める。 

第 34 条 都道府県知事 は 就業保健婦名簿、 就業助産婦名簿、 就業甲種看護婦名簿 

又は就業乙種看護婦名簿を 備えて、 前条の規定による 届出に関する 事項を記載し 、 

業務開始の届出をなし 仁者に対しては、 保健婦業務従事記、 助産婦業務従事記、 

甲種看護婦業務従事訳又は 乙種看護婦業務従事証を 交付し、 業務継続の届出をな 

した者に対しては、 それぞれ従事 話 にその旨を記入する。 

2  前項の名簿及び 従事 証 に関する事項は、 省令でこれを 定める。 

米 3  歯科衛生士及び 歯科技工士に 対する届出の 見直し 

上記、 昭和 42 年改正において、 それまで歯科衛生士及び 歯科技工士免許保持者に 

は 届出が義務付けられていたが、 従事者に対する 届出に改められた。 

Ⅹ 4  医師の例 

旧法においては、 医師は住所を 変更した場合に、 都道府県知事に 対し届出の義務が 

あ ったが、 必ずしち厳格に 実行されておらず、 かつ住所のみであ ったため、 医師の業 

態 が不明であ り衛生行政上支障が 多かった。 このため、 昭和 23 年の医師法により、 

医師の分市及び 業態を正確に 把握するため、 医師免許保持者に 対して厚生大臣への 届 

出 が義務づけられた。 

0 届出の方法 

2 年毎に都道府県知事に 届出。 保健 師 業務、 助産的業務 叉は 看護 師 業務のうち、 2 

以上の業務に 従事する者にあ って ほ、 主として従事する 業務について 届け出ることと 

されている ( 別紙様式 ) 。 

都道府県から 厚生労働省には、 統計資料 ( 衛生行政報告例 ) 作成のため従事者数の 

み報告されるため、 厚生労働大臣には 個別の情報が 提供され低い。 

医師、 歯科医師、 薬剤師 は 都道府県知事を 経由して厚生労働大臣に 届出。 

釆 5  届出の状況 

平成 1 4 年の衛生行政報告例における 病院での看護職員の 業務従事者数は 了 80, 

950 人、 医療法施行規則に 基づき医療機関から 報告される同年の 病院報告における 

病院での業務従事者数 は 792, 「 24 人であ り、 その差は「「   「 74, 人 となって 

おり、 約 「万人の看護職員が 届出を行っていない 可能性があ る。 
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( 問題点として 指摘される 点 ) 

0 免許取得者全体の 把握ができない。 

現在、 届出が業務従事者のみとされていることから、 潜在看護職員を 含む免許取得 

者 全体の把握ができず、 全国で約 55 万人存在すると 推計される潜在看護職員を 特定 

することが困難。 

( 免許保持者への 届出制導入に 対する積極論、 慎重論 ) 

く 積極論 ) 

0  潜在看護職員も 含め、 看護職員の地域の 分布状況を正確に 把握することで、 適正 

な 需給見通しの 策定及び達成状況の 把握が可能となり、 より効果的な 看護職員確保 

対策が可能となる。 

0  届出先を厚生労働大臣とすることで、 必要な集計、 資料の作成を 行 う ことが可能 

となる。 

く 慎重論 ) 

0  従来、 求めてい低かった 者に対し、 罰則をかけてまで 届出の義務を 課すことほ、 

国民に過大な 負担をかけることにならないか。 

0  就業していない 看護職員に届出の 義務を課したとしても、 長年にわたり 未 就業と 

なっている者については、 届出を期待できないのでほないか。 

( その他の論点 ) 

0  個人情報の保護が 求められる中で、 届け出られた 情報 は 、 行政資料としてどこま 

で活用することが 許されるのか。 

0  人材確保の観点から、 業務に従事していない 看護職員に届出を 義務付け、 確保対 

策に活用してもよいのではないか。 

0  免許の更新制についても 併せて検討すべきではないか。 
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医療関係職種の 法に基づく届出によって 作成された統計について 

[ 衛生行政報告例 ] 

O 目 的 

各都道府県・ 指定都市・中核市における 衛生行政の実態を 把握し、 国及び 

地方公共団体の 衛生行政運営のための 基礎資料を得ることを 目的とするも 

のであ り、 毎年実施しているものと 2 年ごとに実施しているものがあ る。 

O 根 拠 

地方自治法第 245 号の 4 票「 項 ( 地方自治法の 自治事務となったものの 

資料の提出の 要求 ) 

O 対 象 

都道府県。 指定都市・中核市 

0 報告内容 

① 環境衛生、 食品衛生、 医療、 薬事等の業態許可敦 ゆ 立ち入り検査件数、 

准看護 師 免許交付数等 ( 毎年実施 ) 

② 各資格の就業状況等 (2 年ごとに実施 ) 

0 保健 師 、 助産 師 、 看護 師 、 准看護 師 、 歯科衛生士、 歯科技工士について 

① 調査系統 

1  看護 師 等は従事者届を 都道府県知事に 届出 

Ⅱ 都道府県は①の 従事者 届 をもとに集計し、 厚生労働省大臣官房統計情 

報部あ て報告 

I Ⅱ 

看護 師等づ ( 保健所 ) づ 都道府県 づ厚生労働省大臣官房統計情報部 

② 統計表 
Ⅰ 保健 師 、 助産前、 看護 師 、 准看護 師 

就業場所・ u 、 生 ・年齢階級別 ( 助産 師は 「性別」除く ) 



就業場所・都道府県別 ( 性別 ) C 助産 師は 「性別」除く ) 

人口「 0 万対数及び率 ( 都道府県別 ) 

Ⅱ 歯科衛生士、 歯科技工士 

就業場所・ ド ・年齢階級別 ( 歯科衛生士は「性別」除く ) 

就業場所・性・ 都道府県別 ( 歯科衛生士 は 「性別」除く ) 

人口「 0 万 対数及び率 ( 都道府県別 ) 

Ⅹ統計表 は 平成「 4 年の報告書による 

[E 師 ・歯科医師・ 薬剤師調査 ] 

O 目 的 

性 、 年齢、 業務の種別、 従事場所及び 診療科目名 ( 薬剤師除く。 ) 等によ 

る分布を明らかにし、 厚生労働行政の 基礎資料を得ることを 目的とするもの 

であ り、 2 年ごとに実施している。 

O 根 拠 

医師法第 6 条第 3 項、 歯科医師法第 6 条第 3 項、 薬剤師法第 9 条 

O 対 象 

医師、 歯科医師、 薬剤師 

0 調査系統 

医師等は届出票を 都道府県知事を 経由して厚生労働大臣に 届出 

医師等 づ ( 保健所 ) づ 都道府県づ厚生労働省大臣官房統計情報部 

0 統計表 

① 人口「 0 万苅 ( 都道府県別 ) 

② 業務の種別・ 年齢階級。 性別 

③ 業務の種別、 従業地による 都道府県別 

④ 従事者数。 平均年齢、 性。 年齢階級。 従業地による 都道府県別 

個多数 

Ⅹ統計表は平成「 4 年の報告書による 
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( 現状 ) 

保健 師は ついては、 保健業務自体 は 業務独占でほないが、 保健業務における 名称 独 

占が 規定され、 違反には罰則が 課せられている。 看護 師 、 助産師及び准看護 師は、 業 

務 独占でほあ るが、 その名称の使用について 制限は設けられていない。 ただし、 業務 

独占にも反していた 場合には罰則が 重くなっている。 

なお、 医師及び他の 医療関係職種については、 ほとんどが名称独占となっている。 

O 経緯 

昭市 ロ 「 6 年、 保健婦規則に 保健婦の保健業務における 名称独占が規定される。 

昭和 23 年、 保健婦助産婦看護婦 法に 、 保健婦のみは 名称独占規定が 設けられたが、 

助産婦、 看護婦、 准看護婦については、 資格を持たない 者が、 名称を使用して 業務を 

行った場合における 罰則の加重規定が 設けられ 仁 。 

0 保健 師 助産前看護師法における 名称独占の規定 

昭和 23 年当初の法律から、 保健指導業務上、 類似する名称も 含めて、 保健 師 でな 

い 者の保健 師 名称使用の制限がなされ、 今日に至っている。 

米 Ⅱ 保健 師 助産 師 看護師法 ( 昭 23. 7 。 30 法 第 203 号 ) 

第 29 条 保健 師 でない者 は 、 保健 師 又はこれに類似する 名称を用いて、 第 2 条に 

規定する業をしてほならない。 

O 罰則 

保健嗣でない 者が保健 師 又はこれに類似する 名称を用いて 保健指導業務を 行 う と れ 

う 罪を犯しに場合、 看護 師 、 助産師及び准看護 師 でない者がこれらの 業務を行うとい 

う罪を犯しに 場合で、 看護 師 、 助産師及び准看護師父ほこれに 類似し 仁 名称を使用し 

た 場合にほ、 罰金額が 2 倍に加重されている。 

なお、 医師、 歯科医師についても、 同様の罰則の 加重規定が設けられている ( 「 3 年 

以下の懲役苦しくほ「 00 万円以下の罰金 文 はこの併科」が、 「 3 年以下の懲役苦しく 

ほ 200 万円以下の罰金 文 ほこの併科」に 加重されている。 ) 。 

Ⅹ 2  保健 師 助産 師 看護師法 

第 43 条 次の各号のいずれかに 該当する者は、 2 年以下の懲役苦しくほ 50 万円 

以下の罰金に 処し、 叉 ほこれを併科する。 
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一 第 29 条から第 32 条までの規定に 違反した者 

二 (ffl@) 

2  前項 第 「号の罪を犯した 者が、 助産 師 、 看護 師 、 准看護 帥 又はこれに類似した 

名称を用いたものであ るときは、 2 年以下の懲役苦しくは「 00 万円以下の罰金 

に処し、 又はこれを併科する。 

0 名称独占の意義 

一般に専門的な 資格、 業務を識別させ、 それに対する 社会的な信用力を 確保し、 柏 

手 万 との信頼関係の 確立や被害の 未然防止を狙いとしていると 考えられる。 行政的に 

一定の水準を 確保する手段として 活用する狙 いを 持っものもあ ると考えられる。 

なお、 業務に関係なく、 名称独占とされるもの (@5 Ⅰ 医師 ) が多いが、 業務に関し 

て 名称独占とされるもの C 例 保健 師 ) もあ る。 

米 3  法令用語辞典 ( 学 陽書房 林 修三ほか ) 

特別の知識又は 技能を必要とし、 法令により一定の 資格を有しなければならないこ 

ととされている 職業についてほ、 その資格を有しない 者が当該職業の 名称を使用する 

ことを禁止し、 公衆の保護を 図る例が多い。 

米 4  「公的規制の 緩和に関する 答申」 (E 暁行政改革推進審議会 ( 新行革 審刀 

日召木口 63 年「 2 月「 日   
      検査・検定制度・ 資格制度 

  
  
  

    

3 資ォ 8 缶Ⅱ 度 
  
  
  

      (3) 制度の内容等による 区分とこれに 応じた見直しの 視点、 
  
  
  

    
    
    
  の 業務独占資格   
    
    
    有資格者以覚 は 当該業務に従事することを 禁じることにより、 資格者に対し       
  
    
    て 業務を独占させるとと 何に業務上の 一定の義務化を 課する資格については、 : 
  
  
    国民の生命 ゆ 財産の安定を 図る上で重大な 役割を果たす 者等に限定するととも       
  
    
  に 、 業務独占の範囲を 必要最小限のものとする。   

    
    
    
  ③ 名称独占資格   
    
    
  
  国民の利便や 職業人の資質向上を 図るため、 一定の基準を 充足している 旨を       
  
    
  
  単に公表し、 叉は 一定の称号を 独占的に証することを 許す資格については、 国       
  
    

    
  が 設けるに心さわし い 特別な社会的意義を 有する者に限定する。   
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Ⅹ 5  保健婦規則制定の 背景 

保健婦に関してほ、 当時、 保健婦、 社会保健婦、 公衆衛生看護婦、 衛生訪問 

婦 、 巡回看護婦、 結核看護婦、 健康指導 婦 筆致「 0 種の名称が使用され、 職分 

も 一定でなく、 教育、 経験の程度も 著しい差異があ った。 そのため、 保健婦の 

資格を一定し、 的確な指導を 行う保健婦の 普及を図るため、 保健婦制度の 制定 

が 強く要望されるようになった。 

米 昭和「 5 年 菜「 回 全国保健婦大会 昭和「 6 年には第 2 回開催。 第 2 回大会 

で、 保健婦規則案が 提案される ( 保健婦名称の 丁で名称を統一し、 かつ、 それら 

の人の職場確保のため、 一定の教育を 行い資格を一定するとの 内容 ) 。 

釆 保健婦 は 、 一定の徽章を 着用することがあ れせて義務付けられた。 

米 保健婦規則 ( 昭 「 6. 7. 「 0 厚生省令第 36 号 ) 

第 9 条 第 「 条第 「 項 / 規定二校ル地方長官 / 免許 ヲ受ケズ シテ保健婦 / 名称 

ヲ 使用 シ 同条 第 「 項 / 業務 ラ 行 ヒ タル 者ハ 50 円以下 / 罰金工 ニ ス 

厚生省衛生局長から 地方長官あ ての通牒 ( 昭 「 6 。 了 。 28 発 衛 90 号 ) に 

おいては、 社会保健婦、 農村保健婦と 称する者も規制対象となるが、 巡回指導 

婦 、 衛生指導 婦 のような保健婦の 名称を使用しない 場合にほ、 規制対象となら 

ないとしている。 

Ⅹ 6  医師、 理学療法士等の 名称独占の例 

釆 ( 医師 ) 

医師法 ( 昭 23 。 7. 30 法 第 20 「 号 ) 

第 「 8 条 医師でなければ、 医師又はこれに 紛らわしい名称を 用いてはならない。 

第 31 条 次の各号のいずれかに 該当する者 は 、 3 年以下の懲役苦しくは「 00 

万円以下の罰金に 処し、 又はこれを併科する。 

一 第 「 7 条の規定に違反し 仁者 

二 ( 略 ) 

2  一 % 項 片 秀一百の罪を 口 犯し仁者が、 。 医師又は」れに 一 円 類似した名称を 用いたちので ， 

あ るときは、 3 年以下の懲役若しくほ 200 万円以 F の罰金に処し、 叉 ほこれ 

を併科する。 

第 33 条の 2          第 「 8 条、               の規定に違反し 仁者は、 50 万円以下の 

罰金に処する。 

米 ( 理学療法士。 作業療法士 ) 

理学療法士及び 作業療法王法 ( 昭 40 。 6 。 29 法華Ⅱ 37 号 ) 

第 「 7 条 理学療法士でない 者 は 。 理学療法士という 名称 叉は 機能療法士その 他 
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理学療法士にまぎらわしい 名称を使用してはならない。 

2  作業療法士でない 者は、 作業療法士という 名称 又は 職能療法士その 他作業療 

法上にまきられし い 名称を使用してはならない。 

第 22 条 次の各号のいずれかに 該当する者 は 、 30 万円以 F の罰金に処する。 

一 第 7 条 第 「項の規定により 理学療法士 叉は 作業療法士の 名称の使用の 停止 

を 命ぜられだ者で、 当該停止を命ぜられた 期間中に、 理学療法士又は 作業療 

法士の名称を 使用したもの 

二 案「 7 条の規定に違反した 者 

Ⅹ ( 言語聴覚士 ) 

言語聴覚士 法 ( 平 9. 「 2. 「 9 法 弟 「 32 号 ) 

第 45 条 言語聴覚士でない 者は、 言語聴覚士又はこれに 紛らわしい名称を 使用 

してはならない。 

第 5 「 条 次の各号のいずれかに 該当する者は、 30 万円以下の罰金に 処する。 

一 第 9 条 第 「項の規定により 言語聴覚士の 名称の使用の 停止を命ぜられだ 者 

で、 当該停止を命ぜられた 期間中に、 言語聴覚士の 名称を使用したもの 

二 第 45 条の規定に違反して、 言語聴覚士又はこれに 紛らわしい名称を 使用 

し仁もの 

米 ( 歯科衛生士 ) 

歯科衛生士 法 ( 昭 23. 7. 30 法 第 204 号 ) 

第 「 3 条の 6  歯科衛生士でない 者 は 、 歯科衛生士又はこれに 紛らわしい名称を 

使用してほならない。 

第 20 条 次の各号のいずれかに 該当する者は、 30 万円以下の罰金に 処する。 

一 ㎝ 各 ) 

二 葉「 3 条の 6 の規定に違反した 者 

( 問題点として 指摘される 点 ) 

0 患者に対する 医療に関する 情報提供として 不適切であ る。 

看護補助業務を 行っている者に 双して、 見習い看護婦などの 名称を称させることほ、 

一定の教育を 受けた資格者であ るような誤解を 与え、 患者に対して 医療に関する 正確 

な情報提供を 促進しようとする 動きに反するものであ り、 患者の不信感を 強めさせか 

れないおそれがあ る。 最近問題となりっつあ る看護 師 でない保健 師 が看護 師 と称する 

ことも不適切であ る。 

米 7  過去に問題とされ 仁 事例 

一定の研修を 修了したとして、 看護婦でない 者に対して 副 看護婦の「資格」を 与え 

だり、 看護婦、 准看護婦に対して 産科看護婦と 称する登録証発行していた 例があ る。 
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0 他の医療関係職種との 整合性が図られていない。 

看護職員に独占されている 診療の補助業務の 一部を解除して 創設された理学療法士 

等の医療関係資格が 名称独占とされているのに、 母体となっている 看護職員が名称 独 

占 とされていないことほ 不整合であ る。 仮に看護 師 、 理学療法士でない 者が診療の補 

助業務とまでほ い えな い 理学療法関連の 業務を実施した 場合、 理学療法士の 名称 は禁 

止され、 看護師の名称は 許されることはおかしい。 

なお、 刑法における 助産前に加え、 平成「 3 年改正において、 すでに、 保健 師 、 看 

護師 、 准看護 師 に守秘義務が 規定されており、 不整合は拡大している ( 守秘義務の法 

定化により、 他 資格並びで資格としての 信用力は向上しているにもかかわらず、 無資 

格の看護 師 と称する者が 規制されないことから、 これらの者による 個人情報漏洩のお 

それがあ り、 このことが看護関係資格そのものの 信用性にも悪影響を 及ぼすおそれが 

あ る。 ) 。 

0 福祉関係資格との 整合性毛図られていない。 

社会福祉士 ゆ 介護福祉士 は 、 近年創設された 福祉関係資格であ るが、 福祉に関する 

椙談ゆ 介護行為自体は 国民が日常生活で 行っていることからそれ 自体を規制する ( 業 

務独占 ) ことは不適当であ るが、 それらの専門従事者であ ることが国民から 識別され、 

社会的な信用を 確保することが 必要であ ることから名称独占とされた 経緯があ る。 こ 

れらの事情は 看護職員にあ っても同様であ る。 

0 名称独占とされている 保健 師は ついて屯さらに 見直しが必要ではないか。 

名称の使用が 制限されるの ほ 、 保健指導業務に 従事する場合のみであ るが、 同様の 

性格を持つ歯科衛生士においては、 歯科保健指導業務に 限らず名称独占とされており、 

規制としてほ 不完全ではないか。 

( その他の論点 ) 

0  名称独占とした 場合、 どこまでを規制するのか。 紛らわしい名称も 規制する場合、 

その範囲が不明確では 低いか。 

家族や家政婦による 付き添い「看護」の 実態があ り、 仮に付き添い 看護婦なる存 

在があ った場合、 名称独占に抵触することとなるのでほないか。 看護補助者、 看護 

助手、 看護職員、 看護要員等の 用語の使用ほどうか。 

0  業務独占がかけられていれば 実際上不都合ほ 低いのでほ低いか。 今になって制度 

改正する必然性があ るのが。 

0  業務に関する 名称独占とするのか、 一般的な名称独占とするのか。 
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( 患者の視点 ) 

  看護師資格を 持たない保健 師 、 助産 師が 、 看護 師 として働いているという 実態を 

知らなかった。 驚きであ る。 
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( 実態の把握 ) 

看護師資格を 持たずに看護業務に 従事している 実態を把握しているのか。 

  看護師資格を 持たずに保健 師 として保健業務に 従事している 実態を把握している 

のか。 

  看護師資格を 持たない保健 師 、 助産前が看護業務を 行 う ことによる不都合があ る 

のか。 ヒヤリハットなど、 医療安全上の 間頭点などをデータとして 把握することほ 

可能か。 

  実態から迫るのが 難しいとすれば、 理念の問題として 議論することにならざるを 

得ないのではないか。 

( 見直しの視点、 根拠 ) 

  法律制度に不整合があ ると 思うが 、 現実的な不都合があ るのかどうか。 実際問題 

として、 看護 師 試験に落ちた 人が保健 師 だけをやっているというのであ れ ば あ まり 

問題ないのではないか。 

  大学教育が増えてくると 同時に、 看護 師 免許を持た低い 保健 師 、 助産 師 が今後増 

えてはくことが 見込まれる。 これまでを問 う より、 これからを見据えて 法整備をす 

べきでほないひ。 
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  保健 師 業務、 助産 師 業務を行 う 上で、 看護の能力が 必要とされるのであ れば、 そ 

の能力の確認を 制度的に担保すべきではないか。 
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( その他 ) 

  看護をべ ー スとして、 保健 師 、 助産 帥に 限らず、 そこから派生する 形のいろいろ 

な分野があ る。 そうした全体を 考えて い かなければならないのではないが。 

  現行法の枠組みの 中でもできることは、 とりあ えず第一歩を 進めてもいいのでは 

低いか。 

  全体的な議論についてほ、 専門看護 師 、 ないしはアドバンス。 ブースの考え 方を 

視野に入れながら、 さらに検討を 続けるということも 考えられるのではないか。 
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